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患者が適切な診療行為を受ける期待権 

 

メディカルオンライン医療裁判研究会 

 

 

【概要】 

 Ｈが開設するＩ病院において，同病院に勤務していたＯ医師の執刀により，下肢の骨接合術等の治療を受け

たＡが，同手術による合併症として下肢深部静脈血栓症を発症し，後遺症が残ったとして，Ｈらに対し不法行

為に基づく損害賠償を求めた事案である。 

 

キーワード： 下肢の骨接合術，下肢深部静脈血栓症 

判決日：最高裁平成２３年２月２５日判決 

結論：破棄自判（請求棄却） 

 

【事実経過】 

年月日 詳細内容 

昭和 63年 

10月 29日 

Ａは，左脛骨高原骨折の傷害を

負った。 

11月 4日 Ａは，Ｉ病院に入院，Ｏ医師の執

刀により骨接合術および骨移植

術を受けた。 

なお，手術後，Ａは左足の腫れ

を訴えることがあったが，Ｏ医師

は腫れに対する検査や治療を行

うことはなかった。 

平成元年 

1月 15日 

Ｉ病院を退院，同年８月にボルト

を抜釘するために再入院するま

でリハビリを行った。Ａは，抜釘し

てＩ病院を退院した後，Ｉ病院へ

の通院を中止した。 

その後，Ａは，平成４年７月１６

日，平成７年６月３日，平成８年８

月３日に肋骨痛，腰痛を訴えてＩ

病院を受診したが，来院の際，

左足の腫れを訴えることはなかっ

た。 

平成 9年 

10月 22日 

Ａは，Ｉ病院に赴き，Ｏ医師に対

し，本件手術後，左足の腫れが

続いていると訴えた。Ｏ医師は，

Ａに対し，レントゲン検査を行っ

たほか，左右の足の外周を計測

する等の診察を行った。 

Ａの左足の周径は右足より３㎝ほ

ど大きかったが，左膝の可動域

が零度から１４０度まであること，

圧痛もなく，Ａが大工仕事を続け

ていたことなどから，機能障害は

なく問題はないものとして，訴え

に対する特別な処置は行わなか

った。 

平成 10年 

8月 24日 

Ａは，右足の親指を打ったことに

よる痛みを訴えてＩ病院を受診し

た。ただし，このときＡは，左足の

腫れを訴えなかった。 

平成 12年 

2月ころ 

Ａは，左足のくるぶしの少し上に

鶏卵大の赤いあざができ，その

後，左膝下から足首にかけて無

数の赤黒いあざができるなど，皮

膚の変色が生じたことから，Ｉ病

院で診察を受けた。Ｏ医師は，Ａ

の症状を診て，皮膚科での受診

を勧めた。 

平成 13年 

1月 4日 

Ａは，左足の腫れや皮膚の変色

等の症状が軽快しないことを訴

えて，Ｉ病院で診察を受けた。Ｏ

医師は，Ａが皮膚科でうっ血と診

断され，投薬治療を受けていた

ことから，レントゲン検査を行うに

とどまった。 

平成 13年 Ａは，Ｊ大学医学部附属病院，Ｋ
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4 月から 10 月

にかけて 

大学医学部附属病院，Ｌ大学医

学部附属病院を受診し，それぞ

れ，左下肢深部静脈血栓症ない

し左下肢静脈血栓後後遺症と診

断された。 

 

【争点】 

Ａは，Ｏ医師から，医療水準にかなった適切かつ真

摯な医療行為を受ける期待権を侵害されたか 

 

【裁判所の判断】 

Ａは，本件手術後の入院時および同手術時に装

着されたボルトの抜釘のための再入院までの間の通

院時に，Ｏ医師に左足の腫れを訴えることがあったと

いうものの，上記ボルトの抜釘後は，本件手術後約９

年を経過した平成９年１０月２２日に上告人病院に赴

き，Ｏ医師の診療を受けるまで，左足の腫れを訴え

ることはなく，その後も，平成１２年２月以後及び平成

１３年１月４日にＩ病院で診察を受けた際，Ｏ医師に，

左足の腫れや皮膚のあざ様の変色を訴えたにとどま

っている。これに対し，Ｏ医師は，上記の各診療時

において，レントゲン検査等を行い，皮膚科での受

診を勧めるなどしており，上記各診察の当時，下肢

の手術に伴う深部静脈血栓症の発症の頻度が高い

ことが我が国の整形外科医において一般的に認識

されていたわけでもない。そうすると，Ｏ医師が，Ａの

左足の腫れ等の原因が深部静脈血栓症にあること

を疑うには至らず，専門医に紹介するなどしなかっ

たとしても，Ｏ医師の上記医療行為が著しく不適切

なものであったということができないことは明らかであ

る。患者が適切な医療行為を受けることができなか

った場合に，医師が，患者に対して，適切な医療行

為を受ける期待権の侵害のみを理由とする不法行

為責任があるか否かは，当該医療行為が著しく不適

切なものである事案について検討し得るにとどまる

べきものであるところ，本件はそのような事案とは言

えない。したがって，Ｈらについて上記不法行為責

任の有無を検討する余地はなく，Ｈらは，Ａに対し，

不法行為責任を負わないというべきである。 

 

【コメント】 

1. 問題の所在 

本判例は，平成９年１０月２２日の時点で，Ｏ医師

が専門医に紹介するなどの義務を怠り，Ａがこれに

より約３年間，その症状の原因が分からないまま，そ

の時点においてなし得る治療や指導を受けられない

状況に置かれ，精神的損害を被ったとして３００万円

の慰謝料を認めた控訴審判決に対し，医療側の上

告を認めてＡの請求を退けたものである。 

ここで注目すべきは，本判例の控訴審判決で，Ａ

の「その当時の医療水準にかなった適切かつ真摯

な医療行為を受ける期待権が侵害された」旨の主張

に対し，控訴審は慰謝料を認め，医療側が上告した

ことから，期待権に対する最高裁の判断が示される

ことになった点である。 

この患者の「期待権」とは，十分な患者管理のもと

に診察・診療をしてもらえるものとの期待のことをいう

（後掲福岡地裁昭和５２年３月２９日判決参照）。 

2. 損害賠償の要件としての因果関係の立証 

不法行為に基づく損害賠償が認められるために

は，被害者が，ある医療行為を行ったこと（または，

行わなかったこと）と死傷という悪しき結果との間に

は因果関係の存在を証明しなければならないとされ

ている。 

とはいえ，医療訴訟では，医療側と患者との間に，

専門性に関する知識に大きな差があるばかりか，行

われた医療行為に関する情報量の把握に関しても

違いが認められ，患者において，患者の実際の症状

や治療の経過等についての資料を十分に把握でき

ていないことも多い。他方，医療側からは患者の死

亡等に至る複数の可能性が主張されるため，患者が

因果関係の立証を十分に尽くすことが困難であるし，

さらに，医師が行うべき治療行為を行わなかった，と

いう不作為の事例では，医師が行うべき作為を想定

した上で結果を回避することができたという因果関係
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を患者が立証することは難しい。 

そうすると，医師の医療行為に関する過失が認め

られるにも関わらず，因果関係の立証ができないた

めに，医療側の責任が免責されてしまう結果になる

ことは，患者側に酷ではないかと指摘されてきた。 

3. 賠償責任を拡大するための理論 

そこで，医師が医療水準にかなった医療を行って

いない，という過失がある場合には，たとえ実施した

医療行為と患者の死亡等の結果との因果関係の存

在が証明されないときでも，患者側に損害賠償を肯

定する理論を採用した下級審裁判例が見られるよう

になった。 

たとえば，①患者の「医師が医療水準に則った相

当な診療を実施する旨の期待」を権利（期待権）と構

成する裁判例（福岡地裁昭和５２年３月２９日判決）

や，②「適切な医療を受ければ，なお現実の死亡の

時点では生存していた可能性」を権利（延命利益）と

構成する裁判例（東京地裁昭和５１年２月９日判決）

が現れた。さらに，③肺癌の診断遅延で死亡した事

案について「確信が得られない場合であっても医師

は治療等に最善を尽くす義務」を負っているとして，

適切な治療等の機会を不当に奪われた精神的損害

について賠償を認めた裁判例（東京地裁昭和６０年

９月１７日判決）などもある。 

本件で問題となっている「期待権」は，賠償責任を

拡大するための理論として，いわば患者の権利救済

という結論を重視する視点から下級審裁判例におい

て認められるようになった理論である。 

4. 期待権に対する本判例の判断 

本判例の控訴審判決では，Ａの「その当時の医療

水準にかなった適切かつ真摯な医療行為を受ける

期待権が侵害された」旨の主張に対し，控訴審は，

Ａはその症状の原因が分からないままその時点にお

いてなし得る治療や指導を受けられない状況に置か

れ精神的損害を被ったとして，このＡの主張に対す

る慰謝料３００万円を認めた。この控訴審判決は，従

来の「期待権」理論を採用し，患者の権利救済を重

視する視点から結論を導いている。 

これに対し，本判例では，「患者が適切な医療行

為を受けることができなかった場合に，医師が，患者

に対して，適切な医療行為を受ける期待権の侵害の

みを理由とする不法行為責任があるか否かは，当該

医療行為が著しく不適切なものである事案について

検討し得るにとどまるべきものである」として，Ａの請

求を退け，「期待権」理論を採用しなかった。そして，

「当該医療行為が著しく不適切なものである事案に

ついて検討し得るにとどまる」として，実質的に「期待

権」という概念を極めて例外的な場面でしか使わな

いことを示した。 

すなわち，従来の「期待権」理論は，「患者＝立証

困難な弱者」を前提として，如何にして患者の権利

救済を図るべきかといういわば結論を重視した理論

であった。しかし，「期待権」理論は，生命侵害また

はそれに類する場面以外にも，患者の期待という主

観によって結論が左右されてしまうおそれ，つまり，

患者が自分の期待する治療を受けられなかったとい

うだけで賠償責任が広がってしまうおそれがある。そ

のため，最高裁は，医療機関側が医療水準に基づ

いた適切な診療行為を実施したか否かという客観面

を重視することによって，患者の主観により結論が左

右されるのを避けようとしたと評価することができる。 

これをもっと平たく言うと，従来は，患者がかわい

そうだから救済しようということが前面に出ていたもの

が，現在では，まず医療機関側がすべきことを適切

にしていたかどうかがより重視されるようになったとい

うことである。 

5. 最後に 

最高裁は，法律の理論として，「期待権」という極

めて患者の主観に左右される権利を原則的に認め

なかった。 

とはいえ，医師は，日々の診療で，患者から疾病

の治癒や症状の軽快に対する期待を受けていること

は紛れもない事実である。医療事件の起こる一因と

して，患者が，医師に対する期待を裏切られたと感
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じる点にあると筆者は考えている。これを避けるため

には，地味ではあるが，患者と十分なコミュニケーシ

ョンを図りつつ，医療水準に基づいた医療を日々実

践していくことが無用の紛争を避けるためには肝要

ではなかろうか。 
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